
： 医療行為が実施される前に誤りに気がつき、実施されなかった場合
： 医療行為が実施された後に誤りに気がついたが、身体等には変化が生じなかった場合

：

： 行った医療又は管理（合併症を含む）により、身体等に何らかの変化が生じ、簡単な処置・治療の必要性が生じた場合
：
：
  行った医療又は管理（合併症を含む）により、生活に影響する高度の後遺症が残る可能性が生じた場合
： 行った医療又は管理（合併症を含む）が死亡の原因となった場合

（単位：件）
レベル

0
1
2
3ａ

小計１

3ｂ
4
5

小計２

指示出し・情報伝達過程に関する項目 外来
薬剤に関する項目 救急外来

注射・点滴 病棟
内服 手術室
調剤・製剤管理 集中治療室
麻薬 検査室
その他 機能訓練室

輸血に関する項目 放射線撮影室・検査室
治療・処置に関する項目 放射線治療室

手術 透析室
麻酔 分娩室
分娩・人工流産 薬局・輸血部
その他の治療 栄養管理室・調理室
その他の一般的処置 その他の場所（院内）
その他の救急措置 その他の場所（院外）

医療用具（機器）の使用・管理に関する項目 不明
ﾄﾞﾚｰﾝ･ﾁｭｰﾌﾞ類の使用・管理に関する項目
検査に関する項目
療養上の場面に関する項目

療養上の世話
給食・栄養
療養生活
転倒・転落

感染に関する項目
施設・設備に関する項目
その他　

労災病院における医療上の事故等の発生状況（平成30年度）

  

　【医療上の事故等のレベル】

イ
ン
シ
デ
ン
ト

レベル0
レベル1

レベル2
行った医療又は管理（合併症を含む）により、身体等に何らかの影響を与えた可能性があり、観察の強化や検査の
必要性が生じた場合

レベル3a

11月

ア
ク
シ
デ
ン
ト

レベル3b 行った医療又は管理（合併症を含む）により、濃厚な処置・治療の必要性が生じた場合

レベル4 行った医療又は管理（合併症を含む）により、深刻な病状の悪化もしくは治療の経過への重大な影響をもたらした場合

レベル5

１ 月別発生状況
　　（平成30年4月～平成31年3月）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12月 1月 2月 3月 合計

イ
ン
シ
デ
ン
ト

2,442 3,019 3,169 2,769 2,843 2,653 2,830 2,783 2,463 2,435 2,317 2,216 31,939
2,051 2,373 2,318 2,351 2,296 2,020 2,220 2,209 2,067 2,012 1,930 2,003 25,850
1,156 1,373 1,297 1,316 1,235 1,190 1,307 1,257 1,298 1,299 1,138 1,248 15,114

270 288 289 314 296 271 295 344 292 291 312 261 3,523
5,919 7,053 7,073 6,750 6,670 6,134 6,652 6,593 6,120 6,037 5,697 5,728 76,426

ア
ク
シ
デ
ン
ト

53 62 53 47 55 43 48 44 47 51 50 41 594
3 5 4 2 11 9 3 7 2 3 6 4 59
4 2 3 2 6 2 3 6 4 1 3 5 41

60 69 60 51 72 54 54 57 53 55 59 50 694

２ 発生場面別内訳
　　（平成30年4月～平成31年3月）

３ 場所別発生状況　（複数回答）
　（平成30年4月～平成31年3月）

発　　生　　場　　面 0～3a 3b～5 場　　　　所 件数（件）

6,650

4,540 9 3,999
33,730 26 1,136

6,512 41,470
11,491 4,847
3,715 3,111
724 1,002

11,314 602
314 1 1,442

4,608 309 103
2,442 1,304
213 117
34 15,110

1,353 717
782 2,104

175
2,210 6 92
7,265 52

233
2,825
1,794
940

8,783

93

3
253 1

6,092 5,756

4,472 29

4,662 25
14,109

合計

合計

5,979 7,122 7,133 6,801 6,1736,742 6,188 6,706 5,778 77,120

77,120

263

労働者健康安全機構が設置・運営する労災病院33施設において、平成30年4月から平成31年3月まで

に発生した医療上の事故等の件数は以下のとおりです。
当機構では、医療事故の発生に繋がる要因を取り除き、適切かつ安全な医療を提供する体制を整備す

ることを目的に、報告風土醸成に努めています。また、医療上の事故等の発生事例を収集・分析して、医
療安全のための対策を検討し、特にアクシデント等の未然防止、再発防止に努めています。


